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住 宅 ロ ー ン 控 除 の 拡 充 に つ い て  

 

■ 子育て世帯（19 歳未満の子を有する世帯）または若者夫婦世帯（夫婦のいずれか

が 40 歳未満の世帯）が令和６年に入居する場合には、借入限度額が上乗せされ

ます。 

 

■ 床⾯積要件について合計所得⾦額1,000万円以下の者に限り40㎡に緩和。（令和６

年12⽉31⽇以前に建築確認を受けたものを対象。） 

 

 財務省 HP より引用  


